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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　偏波依存性が抑圧される第１の周波数範囲と、受信側で偏波追従可能な第２の周波数範
囲と、スクランブル周波数の高調波成分を受信帯域外とするための第３の周波数範囲と、
の共通部分の周波数範囲内で前記スクランブル周波数のゲインが最大となる周波数を前記
スクランブル周波数の初期値に設定し、通知されたモニタ結果にもとづいて、前記スクラ
ンブル周波数を変化させ、受信側の偏波追従性の周波数範囲内の動作周波数で、信号光の
偏波状態を変化させて送信する偏波制御部を含む光送信装置と、
　受信した前記信号光の伝送品質をモニタし、前記モニタ結果を前記光送信装置へ通知す
るモニタ制御部を含む光受信装置と、
　を有することを特徴とする光伝送システム。
【請求項２】
　前記光送信装置は、波長多重化信号光を生成して送信し、送受信間の波長多重化伝送に
よる波長依存性が前記伝送品質に発生しない場合には、
　前記モニタ制御部は、１波の前記信号光の前記伝送品質をモニタして、１波の前記信号
光のモニタ結果を前記光送信装置へ通知し、前記偏波制御部は、前記モニタ結果にもとづ
いて、前記波長多重化信号光の偏波状態を変化させる、
　ことを特徴とする請求項１記載の光伝送システム。
【請求項３】
　前記光送信装置は、波長多重化信号光を生成して送信し、送受信間の波長多重化伝送に
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よる波長依存性が前記伝送品質に発生する場合には、
　前記モニタ制御部は、各波長の前記信号光の前記伝送品質をそれぞれモニタして平均値
を算出し、前記平均値をモニタ結果として前記光送信装置へ通知し、前記偏波制御部は、
前記モニタ結果にもとづいて、前記波長多重化信号光の偏波状態を変化させる、
　ことを特徴とする請求項１記載の光伝送システム。
【請求項４】
　前記光送信装置は、波長多重化信号光を生成して送信し、送受信間の波長多重化伝送に
よる波長依存性が前記伝送品質に発生する場合には、
　前記モニタ制御部は、各波長の前記信号光の前記伝送品質をそれぞれモニタして、各波
長の前記信号光の複数のモニタ結果を前記光送信装置へ通知し、前記偏波制御部は、前記
モニタ結果にもとづいて、波長多重化前の各波長の前記信号光毎の偏波状態を変化させる
、
　ことを特徴とする請求項１記載の光伝送システム。
【請求項５】
　通知された信号光の伝送品質のモニタ結果を受信する受信部と、
　偏波依存性が抑圧される第１の周波数範囲と、受信側で偏波追従可能な第２の周波数範
囲と、スクランブル周波数の高調波成分を受信帯域外とするための第３の周波数範囲と、
の共通部分の周波数範囲内で前記スクランブル周波数のゲインが最大となる周波数を前記
スクランブル周波数の初期値に設定し、前記モニタ結果にもとづいて、前記スクランブル
周波数を変化させ、受信側の偏波追従性の周波数範囲内の動作周波数で、前記信号光の偏
波状態を変化させて送信する偏波制御部と、
　を有することを特徴とする光送信装置。
【請求項６】
　光受信装置において、
　光送信側で、偏波依存性が抑圧される第１の周波数範囲と、当該光受信装置で偏波追従
可能な第２の周波数範囲と、スクランブル周波数の高調波成分を受信帯域外とするための
第３の周波数範囲と、の共通部分の周波数範囲内で前記スクランブル周波数のゲインが最
大となる周波数を前記スクランブル周波数の初期値に設定し、当該光受信装置が通知した
モニタ結果にもとづいて、前記スクランブル周波数を変化させて送信された信号光であっ
て、当該光受信装置の偏波追従性の周波数範囲内の動作周波数で偏波状態が制御された前
記信号光の伝送品質をモニタするモニタ部と、
　前記モニタ結果を通知する通知部と、
　を有することを特徴とする光受信装置。

                                                                              
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光伝送を行う光伝送システム、光送信を行う光送信装置および光受信を行う
光受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光のパラメータには、波長と強度以外に、光の電界の向きと電界の時間変化とを表す偏
波がある。光通信ネットワークでは、信号光が光ファイバ伝送路を伝搬する際に、温度等
の環境条件、外部からの応力などにより、この偏波の状態が常に変化している。また、光
ファイバ伝送路や光増幅器は、偏波依存性を有しており、偏波依存性によって伝送特性が
劣化することが知られている。
【０００３】
　偏波依存性は、主に偏波依存性利得（ＰＤＧ：Polarization Dependence Gain）および
偏波依存性損失（ＰＤＬ：Polarization Dependence Loss）に起因し、光信号対雑音比（



(3) JP 5887729 B2 2016.3.16

10

20

30

40

50

ＯＳＮＲ：Optical Signal to Noise Ratio）やＱ値等を劣化させる。
【０００４】
　このような偏波依存性利得および偏波依存性損失による影響を低減させるための技術と
して、送信側で信号光の偏波状態を積極的に変化させて無偏光状態（電場がすべての方向
に均一に分布している状態）にする偏波スクランブラが提案されている。
【０００５】
　偏波スクランブラによって、信号光の偏波をスクランブルし、偏光状態がランダムにな
った信号光を送信することで、偏波依存性利得および偏波依存性損失によって生じる伝送
品質の劣化を低減している。
【０００６】
　従来技術として、偏波スクランブラを利用した光伝送技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－１９６５２３号公報
【特許文献２】特開平９－１４９００６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従来の偏波スクランブラでは、通常、スクランブル周波数（偏波を回転させる周波数）
は、数百ｋＨｚ～１ＭＨｚであり、このようなスクランブル周波数で偏波状態をランダム
化していた。
【０００９】
　一方、近年になって、大容量・長距離伝送を実現するための技術として、コヒーレント
受信技術（Coherent Receiver Technology）が注目されており、コヒーレント受信を適用
した光伝送システムの構築が進められている。
【００１０】
　この場合、例えば、伝送速度が１０Ｇｂｐｓ以下の既存の光伝送システムは、偏波依存
性利得および偏波依存性損失が大きいが、このような既存システムにコヒーレント受信を
適用した装置でアップグレードしようとしても、従来の偏波スクランブラを適用すること
ができなかった。
【００１１】
　コヒーレント受信の偏波追従性は、数十ｋＨｚ程度なので、従来の偏波スクランブラの
スクランブル周波数（数百ｋＨｚ～１ＭＨｚ）では、コヒーレント受信の偏波追従性の周
波数を超えてしまうからである。偏波スクランブラを適用することができないと、偏波依
存性利得および偏波依存性損失による偏波依存性の影響が出てしまい、伝送品質の劣化を
増加させてしまう。
【００１２】
　このため、既存の光伝送システムに対して、コヒーレント受信のような限定された偏波
追従性を持つ光受信装置を適用した場合であっても、偏波依存性利得および偏波依存性損
失といった偏波依存性によって生じる伝送品質の劣化を効率よく抑圧する技術が要望され
ている。
【００１３】
　本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、偏波追従性が限定された光受信装
置を用いた場合であっても、偏波依存性による伝送品質の劣化の抑圧を図った光伝送シス
テムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するために、光伝送システムが提供される。光伝送システムは、偏波依
存性が抑圧される第１の周波数範囲と、受信側で偏波追従可能な第２の周波数範囲と、ス
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クランブル周波数の高調波成分を受信帯域外とするための第３の周波数範囲と、の共通部
分の周波数範囲内で前記スクランブル周波数のゲインが最大となる周波数を前記スクラン
ブル周波数の初期値に設定し、通知されたモニタ結果にもとづいて、前記スクランブル周
波数を変化させ、受信側の偏波追従性の周波数範囲内の動作周波数で、信号光の偏波状態
を変化させて送信する偏波制御部を含む光送信装置と、受信した前記信号光の伝送品質を
モニタし、前記モニタ結果を前記光送信装置へ通知するモニタ制御部を含む光受信装置と
を有する。
【発明の効果】
【００１５】
　偏波依存性による伝送品質の劣化の抑圧を図ることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】光伝送システムの構成例を示す図である。
【図２】光伝送システムの構成例を示す図である。
【図３】光伝送システムの構成例を示す図である。
【図４】ディジタル信号処理部の構成例を示す図である。
【図５】偏波制御部の構成例を示す図である。
【図６】スクランブル周波数と制御電圧との関係を示す図である。
【図７】スクランブル周波数の可変設定動作を示すフローチャートである。
【図８】偏波依存性利得の周波数特性を示す図である。
【図９】偏波追従性の周波数特性を示す図である。
【図１０】高調波の周波数成分の抑圧効果を示す図である。
【図１１】スクランブル周波数の周波数特性を示す図である。
【図１２】スクランブル周波数の最適値を求める動作を説明するための図である。
【図１３】光伝送装置の構成例を示す図である。
【図１４】光伝送装置の構成例を示す図である。
【図１５】光伝送装置の構成例を示す図である。
【図１６】光伝送システムの構成例を示す図である。
【図１７】光伝送システムの構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。図１は光伝送システムの構成例
を示す図である。光伝送システム１は、光送信装置１ａと光受信装置２ａを備える。
　光送信装置１ａは、偏波制御部１ａ－１および受信部１ａ－２を含む。偏波制御部１ａ
－１は、信号光の偏波に対して、通知されたモニタ結果が最適値になるように、光受信装
置２ａの偏波追従性の周波数範囲内の動作周波数を可変制御して、偏波状態を変化させる
。受信部１ａ－２は、通知された信号光の伝送品質のモニタ結果を受信する。
【００１８】
　光受信装置２ａは、モニタ制御部２０ａを有し、モニタ制御部２０ａは、モニタ部２ａ
－１および通知部２ａ－２を含む。モニタ部２ａ－１は、受信した信号光の伝送品質をモ
ニタする。通知部２ａ－２は、モニタ結果を光送信装置１ａへ通知する。
【００１９】
　このように、光伝送システム１では、受信した信号光の伝送品質のモニタ結果にもとづ
いて、偏波追従性の周波数の範囲内で、動作周波数を可変制御して偏波状態を変化させ、
最適な偏波状態の信号光を送信する構成とした。
【００２０】
　これにより、偏波追従性が限定された光受信装置２ａに対しても、限定された偏波追従
性の周波数の範囲内で設定した動作周波数で偏波制御を行うので、偏波依存性による伝送
品質の劣化の抑圧を図ることが可能になる。
【００２１】
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　次に偏波依存性利得および偏波依存性損失について説明する。偏波依存性利得は、信号
光と直交する偏波の雑音が増大する現象であり、偏波ホールバーニング（ＰＨＢ：Polari
zation Hole Burning）により引き起こされる。
【００２２】
　偏波ホールバーニングは、信号光を例えば、ＥＤＦＡ（Erbium Doped Fiber Amplifier
）に入射した場合、信号光方向と、これと直交する方向とで、増幅率がわずかに異なると
いう現象である。この現象により、具体的には、信号光に対して直交する自然放出光（Ａ
ＳＥ：Amplified Spontaneous Emission）がより大きく増幅することになる。
【００２３】
　また、偏波依存性損失は、伝送された信号光の偏波状態によって、光部品による挿入損
失が変化する現象である。光部品としては、例えば、光中継器を構成する光アイソレータ
や光カプラ等が該当する。
【００２４】
　上記のような、偏波依存性利得によって、信号光と直交する偏波の雑音が増大し、偏波
依存性損失によって、信号光パワーが変わるので強度変調された状態になり、ＯＳＮＲの
低下および揺らぎの増大を引き起こすことになる。
【００２５】
　このような偏波依存性利得および偏波依存性損失に対して、偏波スクランブラを用いる
ことで、伝送品質の劣化を低減させることができる。すなわち、信号光の偏波をスクラン
ブルして送信することで、偏波ホールバーニングを抑圧し、偏波依存性損失による強度変
調を平均化することができる。
【００２６】
　次に偏波追従性が限定された受信機に対し、一般的な偏波スクランブラを適用する際の
問題点について説明する。偏波追従性が限定された受信機としては、コヒーレント受信を
行う受信機が考えられる。
【００２７】
　コヒーレント受信は、受信した光信号と、受信機内の局部発振光とをミキシングして、
受信光信号の電界情報（光の位相および強度）を抽出し、光の電界情報を電気信号に変換
した後に復調する受信技術である。
【００２８】
　また、コヒーレント受信においては、ディジタルコヒーレント受信が広く適用されてい
る。ディジタルコヒーレント受信は、抽出した電界情報の電気信号を、Ａ／Ｄコンバータ
で量子化してディジタル信号に変換し、ディジタル信号処理によって復調を行うものであ
る。
【００２９】
　ディジタルコヒーレント受信方式は、直接検波受信方式や遅延検波受信方式に比べ、波
長分散耐力や偏波モード分散耐力が良好なため、伝送容量の増大や伝送品質の改善が見込
まれる。
【００３０】
　しかし、ディジタルコヒーレント受信において、偏波分離等の信号偏波の識別制御は、
非常に高負荷な演算処理が求められるので、ディジタルコヒーレント受信の偏波追従性は
、数十ｋＨｚ程度である。
【００３１】
　このため、従来の偏波スクランブラのスクランブル周波数（数百ｋＨｚ～１ＭＨｚ）と
比べて、コヒーレント受信の偏波追従性の周波数は低く、従来の偏波スクランブラに追従
することが困難であった。このため、一般的には、コヒーレント受信に対して、偏波スク
ランブラが適用されることはなかった。
【００３２】
　一方、偏波のスクランブル周波数と、受信機の受信帯域との関連性においても問題があ
る。これは、偏波をスクランブルすることで、偏波変調が偏波依存性損失によって強度変
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調変換されるが、その強度変調成分は、高調波成分を持っている。このため、高調波成分
と信号光との相互位相変調または自己位相変調によって、位相雑音が増大するといったも
のである。したがって、スクランブル周波数が高くなると、位相雑音が受信機の帯域内に
入り込み、特性劣化を引き起こすことになる。
【００３３】
　本技術はこのような点に鑑みてなされたものであり、偏波追従性が限定された光受信装
置を用いた場合でも、偏波依存性による伝送品質の劣化の抑圧を図った光伝送システム、
さらに該光伝送システムを構成する光送信装置および光受信装置を提供するものである。
【００３４】
　次にＷＤＭ（Wavelength Division Multiplexing）の波長多重化伝送を行ってディジタ
ルコヒーレント受信を行うシステムに対して、光伝送システム１を適用した場合の構成に
ついて詳しく説明する。
【００３５】
　図２、図３は光伝送システムの構成例を示す図である。光伝送システム１－１は、光伝
送装置１０、２０を備えて、双方向のＷＤＭ伝送を行うシステムである。光伝送装置１０
、２０間は、光ファイバ伝送路Ｆ１、Ｆ２を通じて接続する。また、光ファイバ伝送路Ｆ
１上には、光中継器３ａ－１～３ａ－ｋが設けられ、光ファイバ伝送路Ｆ２上には、光中
継器３ｂ－１～３ｂ－ｋが設けられる。
【００３６】
　光伝送装置１０は、送信部１０ｓ（光送信装置１ａに対応）と、受信部１０ｒ（受信部
１ａ－２に対応）とを含み、光伝送装置２０は、送信部２０ｓと、受信部２０ｒ（光受信
装置２ａに対応）とを含む。なお、送信部１０ｓと送信部２０ｓとは、同等の送信機能を
有しており、受信部１０ｒと受信部２０ｒとは、同等の受信機能を有している。
【００３７】
　送信部１０ｓは、光源１１－１～１１－ｎ、変調部１２－１～１２－ｎ、合波部１３お
よび偏波制御部１４（偏波制御部１ａ－１に対応）を含む。光源１１－１～１１－ｎは、
互いに異なる波長λ１～λｎの光波を発出する。
【００３８】
　変調部１２－１～１２－ｎは、光源１１－１～１１－ｎから発出された搬送波である光
波に対して、電気のベースバンド信号にもとづき、所定の変調処理を施して情報を重畳さ
せ、波長λ１～λｎの信号光を生成する。
【００３９】
　合波部１３は、波長λ１～λｎの信号光を合波して、波長多重化信号光（ＷＤＭ信号光
）を生成する。偏波制御部１４は、与えられたモニタ情報にもとづいて、受信側でのモニ
タ結果が最適値となるように、スクランブル周波数を可変に設定する。そして、設定した
スクランブル周波数で、ＷＤＭ信号光の偏波状態を変化させて、偏波制御後のＷＤＭ信号
光を、光ファイバ伝送路Ｆ１を介して送信する。
【００４０】
　光ファイバ伝送路Ｆ１上の光中継器３ａ－１～３ａ－ｋは、ＷＤＭ信号光の光中継処理
を行う。受信部２０ｒは、分波部２１、局部発振光源（以下、局発光源）２１－１～２１
－ｎ、コヒーレント検波部２２－１～２２－ｎ、Ｏ／Ｅ部２３－１～２３－ｎ、ディジタ
ル信号処理部２４－１～２４－ｎおよびモニタ部２５を含む。なお、図１で示したモニタ
部２ａ－１の機能はモニタ部２５に含まれ、通知部２ａ－２の機能は、送信部２０ｓに含
まれる。
【００４１】
　分波部２１は、光中継伝送されたＷＤＭ信号光を受信して、波長毎に分波して、波長λ
１～λｎのｎ本の信号光を出力する。局発光源２１－１～２１－ｎは、局部発振光（局発
光）を出力する。
【００４２】
　コヒーレント検波部２２－１は、局発光源２１－１から発出された局発光と、波長λ１
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の信号光とをミキシングして、波長λ１の信号光の電界情報（光の位相および強度）を出
力する。同様にして、コヒーレント検波部２２－ｎは、局発光源２１－ｎから発出された
局発光と、波長λｎの信号光とをミキシングして、波長λｎの信号光の電界情報を出力す
る。
【００４３】
　Ｏ／Ｅ部２３－１～２３－ｎは、コヒーレント検波部２２－１～２２－ｎから送信され
たそれぞれの電界情報をアナログの電気信号に変換する。ディジタル信号処理部２４－１
～２４－ｎは、電界情報を含むアナログ信号をディジタル信号に変換し、ディジタル信号
処理によって、受信データの復調制御を行う。ディジタル信号処理部は、例えば、ＤＳＰ
（Digital Signal Processor）を用いてもよい。
【００４４】
　モニタ部２５は、ディジタル信号処理部２４－１で識別された信号の伝送品質のモニタ
を行う。伝送品質としては、例えば、符号誤り率（ＢＥＲ（Bit Error Rate））やＱ値な
どである。
【００４５】
　送信部２０ｓは、上述の送信部１０ｓと同様にして、逆方向の光送信を行う。送信部２
０ｓからの出力光は、光ファイバ伝送路Ｆ２上に配置された光中継器３ｂ－１～３ｂ－ｋ
によって光中継伝送される。
【００４６】
　また、モニタ部２５から出力されたモニタ情報も、対回線である光ファイバ伝送路Ｆ２
を介して光伝送装置１０へ送信される。モニタ情報は、信号光のオーバヘッドに重畳させ
て対向側へ送信される。または、ＯＳＣ（Optical Supervisory Channel）信号などを利
用して送信してもよい。
【００４７】
　なお、図３の例では、モニタ部２５は、ディジタル信号処理部２４－１で処理された信
号の伝送品質のみをモニタしており、これについて説明する。スクランブル周波数の値は
、主に、偏波依存性利得の特性（偏波ホールバーニングの応答特性）、受信部２０ｒの偏
波追従性および受信帯域に依存する（後述する）。
【００４８】
　これらの特性は、一般的には、信号光の波長依存性に大きく影響されるものではない。
このため、上記の光伝送システム１－１は、特定の信号光１波で伝送品質をモニタする構
成としたものである。
【００４９】
　したがって、波長依存性が伝送品質に発生しない場合には、１波の信号光の伝送品質を
モニタして、このモニタ結果からＷＤＭ信号光の偏波制御（偏波スクランブル）を行うこ
とにより、効率よく制御を行うことができる。
【００５０】
　図４はディジタル信号処理部の構成例を示す図である。ディジタル信号処理部２４は、
Ａ／Ｄ部２４ａ、波形歪み補償部２４ｂ、識別部２４ｃおよび再生部２４ｄを含む。
　Ａ／Ｄ部２４ａは、Ｏ／Ｅ部２３－１～２３－ｎから出力された電界情報が重畳されて
いるアナログ信号のＡ／Ｄ変換を行って量子化し、ディジタル信号に変換する。
【００５１】
　波形歪み補償部２４ｂは、波長分散や偏波モード分散などの光ファイバ伝送路Ｆ１上の
非線形効果によって受けた波形歪みをディジタル信号処理で補償する。識別部２４ｃは、
波形歪み補償後の信号の識別処理を行う。また、識別処理後の信号は、モニタ部２５と再
生部２４ｄへ送信される。再生部２４ｄは、識別後の信号から再生処理を行って、ベース
バンド情報を抽出しデータ復調を行う。
【００５２】
　図５は偏波制御部の構成例を示す図である。偏波制御部１４は、モニタ情報処理部１４
ａ、電圧発生部１４ｂおよび偏波スクランブラ１４ｃを含む。モニタ情報処理部１４ａは
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、対向する光伝送装置２０から光ファイバ伝送路Ｆ２を通じて送信された信号光を受信す
る。そして、該信号光のオーバヘッドから、ファームウェア処理により、光伝送装置２０
のＢＥＲまたはＱ値等の伝送品質のモニタ情報を取り出してデータ保存を行う。また、モ
ニタ情報処理部１４ａでは、伝送品質が改善されたか否か等の認識処理も行う。
【００５３】
　電圧発生部１４ｂは、モニタ情報に応じた制御電圧を発生する。偏波スクランブラ１４
ｃは、電圧発生部１４ｂから印加された制御電圧にもとづいて、スクランブル周波数を可
変し、可変設定したスクランブル周波数にもとづいて、ＷＤＭ信号光の偏波状態を変化さ
せて出力する。
【００５４】
　図６はスクランブル周波数と制御電圧との関係を示す図である。横軸は制御電圧、縦軸
はスクランブル周波数である。図に示すように、制御電圧の値に応じて、スクランブル周
波数の増減を可変することができる。
【００５５】
　次にモニタした伝送品質にもとづくスクランブル周波数の可変設定動作について、フロ
ーチャートを用いて説明する。図７はスクランブル周波数の可変設定動作を示すフローチ
ャートである。
【００５６】
　〔Ｓ１〕偏波制御部１４は、スクランブル周波数の初期値ｆ０を設定する。
　〔Ｓ２〕モニタ部２５は、受信信号の伝送品質のモニタを行う。
　〔Ｓ３〕偏波制御部１４は、モニタされた伝送品質にもとづいて、スクランブル周波数
を一定方向に可変設定する。この場合、初期値ｆ０から一定方向にｎ回可変して設定した
スクランブル周波数の値ｆ１は、ｆ１＝ｆ０＋ｎ×Δｆと表せる。なお、ｎは可変設定回
数を示し、Δｆは初期値ｆ０からの周波数変化分を示す。可変設定回数が１回目の場合は
、ｆ１＝ｆ０＋Δｆとなる。
【００５７】
　〔Ｓ４〕モニタ部２５は、受信信号の伝送品質のモニタを行う。
　〔Ｓ５〕偏波制御部１４は、伝送品質が改善されたか否かを判断する。改善したと判断
した場合はステップＳ３へ行き、改善しないと判断した場合はステップＳ６へ行く。
【００５８】
　なお、改善した場合は、ｎ→ｎ＋１として、ステップＳ３による計算式でスクランブル
周波数が計算される（同一方向にさらにΔｆ分、スクランブル周波数の値を動かすことに
なる）。
【００５９】
　〔Ｓ６〕偏波制御部１４は、モニタされた伝送品質にもとづいて、スクランブル周波数
を可変設定する。この場合、ステップＳ３とは逆方向に周波数値を動かして可変設定する
。
【００６０】
　スクランブル周波数が、初期値ｆ０から逆方向に可変していくときのスクランブル周波
数の値をｆ２とすれば、ｆ２＝ｆ１－ｎ×Δｆと表せる。
　〔Ｓ７〕モニタ部２５は、受信信号の伝送品質のモニタを行う。
【００６１】
　〔Ｓ８〕偏波制御部１４は、伝送品質が改善されたか否かを判断する。改善したと判断
した場合はステップＳ６へ行き、改善しないと判断した場合はステップＳ２へ戻る。なお
、改善した場合は、ｎ→ｎ＋１として、ステップＳ６による計算式でスクランブル周波数
が計算される（同一逆方向に向けてさらにΔｆ分、スクランブル周波数の値を動かすこと
になる）。
【００６２】
　次にスクランブル周波数の初期値の求め方について説明する。スクランブル周波数の初
期値は、偏波依存性利得の特性（偏波ホールバーニングの応答特性）、受信部２０ｒの偏
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波追従性および受信帯域にもとづいて設定する。
【００６３】
　図８は偏波依存性利得の周波数特性を示す図である。グラフｇ１は、偏波依存性利得の
周波数特性を示しており、横軸は周波数（Ｈｚ）、縦軸は抑圧効果（ゲイン）である（図
中、１０Ｅ＋ｎは１０のｎ乗を表す）。
【００６４】
　一般に、光増幅器の偏波依存性利得の発生原因である偏波ホールバーニングの偏波変動
に対する応答周波数は１０ｋＨｚ程度である。したがって、スクランブル周波数を１０ｋ
Ｈｚより高くすることで、一定のゲインを得ることができ、偏波依存性利得によるＯＳＮ
Ｒの低下、および偏波依存性損失による揺らぎの増大に対しても抑圧することができる。
このため、偏波依存性利得に対する抑圧効果の周波数特性は、図８に示すようにハイパス
フィルタの形状となる。
【００６５】
　図９は偏波追従性の周波数特性を示す図である。グラフｇ２は、ディジタル信号処理部
２４の偏波追従性の周波数特性を示しており、横軸は周波数（Ｈｚ）、縦軸はゲインであ
る。
【００６６】
　ディジタルコヒーレント受信におけるディジタル信号処理部２４の偏波追従性は、最大
数十ｋＨｚ程度である。このため、受信側において、送信側でスクランブルされた偏波変
動に対応するためには、スクランブル周波数を数十ｋＨｚの周波数よりも低く送信側で設
定することになる（数十ｋＨｚの周波数よりも低周波で偏波をスクランブルすれば、一定
のゲインを得ることができて、ディジタル信号処理部２４で正常に復調処理を行うことが
できる）。したがって、偏波追従性の周波数特性は、図９のようにローパスフィルタの形
状となる。
【００６７】
　図１０は高調波の周波数成分の抑圧効果を示す図である。グラフｇ３は、高調波の周波
数成分の抑圧効果を示しており、横軸は周波数（Ｈｚ）、縦軸は抑圧効果（ゲイン）であ
る。
【００６８】
　ディジタルコヒーレント受信の受信帯域は、バンドパスフィルタである。光ファイバ伝
送路の偏波依存性損失による高調波成分（強度変調成分）を受信帯域外とするためには、
高調波の周波数ができるだけ低い方が好ましい。したがって、受信帯域に対する高調波成
分の抑圧効果の周波数特性は、図１０に示すように、バンドパスフィルタの低周波側の形
状を上下反転させた形状となる。
【００６９】
　上記のような、図８～図１０に示した周波数特性を足し合わせて、スクランブル周波数
の初期値を求めることができる。図１１はスクランブル周波数の周波数特性を示す図であ
る。グラフｇ４は、図８～図１０を重ね合わせて得られる、スクランブル周波数の周波数
特性を示しており、横軸は周波数（Ｈｚ）、縦軸はゲインである。
【００７０】
　図１１に示すように、１０ｋＨｚ近辺のゲインが最も高くなっている。したがって、ス
クランブル周波数の初期値としては、１０ｋＨｚを設定すればよいことがわかる。また、
図１１の周波数特性から、一定ゲインを得るための周波数可変範囲を見積もることもでき
る。
【００７１】
　次にスクランブル周波数の最適値を求めるときの動作について説明する。スクランブル
周波数の初期値を設定した後、システム運用時には、受信側でモニタされた伝送品質にも
とづいて、該システムに最適なスクランブル周波数を求めることになる。
【００７２】
　図１２はスクランブル周波数の最適値を求める動作を説明するための図である。横軸は



(10) JP 5887729 B2 2016.3.16

10

20

30

40

50

スクランブル周波数、縦軸はモニタ値（ＢＥＲ）である。
　スクランブル周波数の初期値（ｆ０＝１０ｋＨｚ）において、受信側での伝送品質（Ｂ
ＥＲとする）のモニタ値がＢＥＲ０であったとする。偏波制御部１４では、図７で示した
フローチャートに従い、スクランブル周波数を初期値（ｆ０）から高くしていくものとす
る。
【００７３】
　ここで、スクランブル周波数ｆ１におけるモニタ値がＢＥＲ１であったとする。この場
合、ＢＥＲ１＞ＢＥＲ０であるので、スクランブル周波数ｆ１よりもスクランブル周波数
ｆ０の方が伝送品質は良いことになる。したがって、図７で示したフローチャートに従い
、次の操作ではスクランブル周波数をｆ０から逆方向に低くしていくことになる。
【００７４】
　周波数操作後、スクランブル周波数ｆ２におけるモニタ値がＢＥＲ２（＜ＢＥＲ０）で
あったとする。伝送品質は良くなっているので、さらにスクランブル周波数を低くする方
向に制御する。ただし、この例では、さらに低くすると、ＢＥＲが上昇して悪化していく
。したがって、スクランブル周波数ｆ２が最適値として求められる。
【００７５】
　なお、上記において、スクランブル周波数ｆ０を超える周波数領域Ｃでは、ＢＥＲが上
昇しており、伝送品質が劣化していく。これは、受信機の偏波追従性不足および受信帯域
が低いことによる影響と考えられる。
【００７６】
　また、スクランブル周波数ｆ２からスクランブル周波数ｆ０の間の周波数領域Ｂでは、
ＢＥＲが下降しており、伝送品質が良好状態になっている。これは、受信帯域よりも光フ
ァイバ伝送路の偏波ホールバーニング周波数が低かった、または受信機の偏波追従性不足
が解消された等が考えられる。
【００７７】
　さらに、スクランブル周波数ｆ０を超えない周波数領域Ａでは、ＢＥＲが上昇しており
、伝送品質が劣化していく。これは、光ファイバ伝送路の偏波ホールバーニング周波数よ
りも受信帯域が低いためであると考えられる。
【００７８】
　上記では、スクランブル周波数の最適値が初期値よりも低い場合の例を示したが、逆に
、スクランブル周波数の最適値が初期値よりも高くなる場合は、受信機（光伝送装置２０
）の偏波追従性が良い、受信機の帯域が高いことが考えられる。
【００７９】
　このように、受信側の偏波追従性の周波数範囲の他に、さらに偏波依存性が抑圧される
周波数範囲および偏波依存性による高調波成分を受信帯域外とする周波数範囲の少なくと
も一方の範囲内でスクランブル周波数の可変設定を行う構成とした。これにより、偏波追
従性が限定された光受信装置に対して、最適なスクランブル周波数を設定することが可能
になる。
【００８０】
　次に変形例について説明する。上記では、伝送品質として、ＢＥＲやＱ値をモニタする
ものとしたが、第１の変形例では、誤り訂正の個数をモニタして、送信側へ誤り訂正個数
を対回線で通知するものである。なお、以降の説明では、上述した構成要素と同じ構成要
素には同じ符号を付けて、同じ動作の説明については省略する。
【００８１】
　図１３は光伝送装置の構成例を示す図である。第１の変形例における光伝送装置２０－
１は、受信部２０ｒ－１と送信部２０ｓを含む。受信部２０ｒ－１は、分波部２１、局発
光源２１－１～２１－ｎ、コヒーレント検波部２２－１～２２－ｎ、Ｏ／Ｅ部２３－１～
２３－ｎ、ディジタル信号処理部２４－１～２４－ｎ、モニタ部２５－１および誤り訂正
部２６－１～２６－ｎを含む。
【００８２】
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　誤り訂正部２６－１～２６－ｎはそれぞれ、ディジタル信号処理部２４－１～２４－ｎ
で復調されたデータの誤り訂正を行い、誤り訂正した個数を保持する。モニタ部２５－１
は、誤り訂正部２６－１で求められた誤り訂正の個数をモニタする。誤り訂正個数は、送
信部２０ｓによって、モニタ情報として送信側の光伝送装置１０へ通知される。
【００８３】
　次に第２の変形例について説明する。第２の変形例では、伝送品質としてＯＳＮＲをモ
ニタして、送信側へＯＳＮＲを対回線で通知するものである。
　図１４は光伝送装置の構成例を示す図である。第２の変形例における光伝送装置２０－
２は、受信部２０ｒ－２と送信部２０ｓを含む。受信部２０ｒ－２は、分波部２１、局発
光源２１－１～２１－ｎ、コヒーレント検波部２２－１～２２－ｎ、Ｏ／Ｅ部２３－１～
２３－ｎ、ディジタル信号処理部２４－１～２４－ｎ、モニタ部２５－２および光カプラ
２７を含む。
【００８４】
　光カプラ２７は、分波部２１で分波された波長λ１の信号光を２分岐する。２分岐され
たうちの一方の信号光は、コヒーレント検波部２２－１へ送信され、他方の信号光は、モ
ニタ部２５－２へ送信される。モニタ部２５－２は、光カプラ２７から分岐出力された信
号光のＯＳＮＲをモニタする。ＯＳＮＲは、送信部２０ｓによって、モニタ情報として送
信側の光伝送装置１０へ通知される。
【００８５】
　次に第３の変形例について説明する。上記では、ある特定の信号光１波の伝送品質のモ
ニタ結果が最良となるようにスクランブル周波数を最適化した。しかし、ＷＤＭ伝送シス
テムにおいては、偏波スクランブル前の各信号光の偏波状態は一様ではないので、偏波ス
クランブル後でもスクランブル周期は同じではあるが、偏波状態は一様にはならない。
【００８６】
　また、光中継器の偏波依存性損失や光ファイバ伝送路上の偏波モード分散も波長依存性
がある。したがって、これらの波長依存性が大きいシステムでは、伝送品質にも波長依存
性が発生してしまう。
【００８７】
　そこで、第３の変形例では、伝送品質の波長依存性を抑圧するため、全波長の全信号光
の伝送品質のモニタを行い、その平均値を計算し、送信側へ平均値の計算結果を対回線で
通知するものである。
【００８８】
　図１５は光伝送装置の構成例を示す図である。第３の変形例における光伝送装置２０－
３は、受信部２０ｒ－３と送信部２０ｓを含む。受信部２０ｒ－３は、分波部２１、局発
光源２１－１～２１－ｎ、コヒーレント検波部２２－１～２２－ｎ、Ｏ／Ｅ部２３－１～
２３－ｎ、ディジタル信号処理部２４－１～２４－ｎおよびモニタ部２５－３を含む。
【００８９】
　モニタ部２５－３は、ディジタル信号処理部２４－１～２４－ｎで識別された全信号の
伝送品質のモニタを行う。伝送品質としては、例えば、ＢＥＲやＱ値などである。そして
、モニタしたｎ個の伝送品質の値の平均値をとる。この平均値は、送信部２０ｓによって
、モニタ情報として送信側の光伝送装置１０へ通知される。
【００９０】
　このように、波長依存性が伝送品質に発生する場合には、受信側において、全波長の全
信号光の伝送品質のモニタを行い、その平均値を計算し、平均値にもとづいてＷＤＭ信号
光の偏波制御を行う構成とした。これにより、波長依存性に適応した偏波制御を行うこと
が可能になり、さらに伝送品質の向上を図ることが可能になる。
【００９１】
　次に第４の変形例について説明する。第４の変形例では、伝送品質の波長依存性が大き
い場合に、受信側では、全波長の全信号光の伝送品質の複数のモニタ結果を通知し、送信
側では、各信号光に偏波制御部をそれぞれ配置して、波長単位に偏波制御を行うものであ
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る。
【００９２】
　図１６、図１７は光伝送システムの構成例を示す図である。第４の変形例における光伝
送システム１－２は、光伝送装置１０－４、２０－４を備えて、双方向のＷＤＭ伝送を行
うシステムである。
【００９３】
　光伝送装置１０－４、２０－４間は、光ファイバ伝送路Ｆ１、Ｆ２を通じて接続する。
また、光ファイバ伝送路Ｆ１上には、光中継器３ａ－１～３ａ－ｋが設けられ、光ファイ
バ伝送路Ｆ２上には、光中継器３ｂ－１～３ｂ－ｋが設けられる。
【００９４】
　光伝送装置１０－４は、送信部１０ｓ－４および受信部１０ｒ－４を含む。送信部１０
ｓ－４は、光源１１－１～１１－ｎ、変調部１２－１～１２－ｎ、合波部１３－４および
偏波制御部１４－１～１４－ｎを含む。
【００９５】
　偏波制御部１４－１～１４－ｎそれぞれは、与えられた個々のモニタ情報にもとづいて
、受信側でのモニタ結果が最適値となるように、スクランブル周波数を可変に設定する。
そして、設定したスクランブル周波数で、波長λ１～λｎの信号光の偏波状態をそれぞれ
変化させて出力する。合波部１３－４は、偏波制御後の波長λ１～λｎの信号光を合波し
て、ＷＤＭ信号光を生成する。
【００９６】
　光伝送装置２０－４は、受信部２０ｒ－４と送信部２０ｓを含む。受信部２０ｒ－４は
、分波部２１、局発光源２１－１～２１－ｎ、コヒーレント検波部２２－１～２２－ｎ、
Ｏ／Ｅ部２３－１～２３－ｎ、ディジタル信号処理部２４－１～２４－ｎおよびモニタ部
２５－４を含む。
【００９７】
　モニタ部２５－４は、ディジタル信号処理部２４－１～２４－ｎで識別された全信号の
伝送品質のモニタを行う。伝送品質としては、例えば、ＢＥＲやＱ値などである。そして
、ｎ個のモニタ値は、送信部２０ｓによって、モニタ情報として送信側の光伝送装置１０
－４へ通知される。
【００９８】
　このように、波長依存性が伝送品質に発生する場合には、受信側において、全波長の全
信号光の伝送品質のモニタを行って、全波長分のモニタ値を通知し、通知されたモニタ値
にもとづいて波長毎に偏波制御を行う構成とした。これにより、波長依存性に適応した偏
波制御を行うことが可能になり、さらに伝送品質の向上を図ることが可能になる。
【００９９】
　以上、実施の形態を例示したが、実施の形態で示した各部の構成は同様の機能を有する
他のものに置換することができる。また、他の任意の構成物や工程が付加されてもよい。
　（付記１）　通知されたモニタ結果にもとづいて、受信側の偏波追従性の周波数範囲内
の動作周波数で、信号光の偏波状態を変化させて送信する偏波制御部を含む光送信装置と
、
　受信した前記信号光の伝送品質をモニタし、前記モニタ結果を前記光送信装置へ通知す
るモニタ制御部を含む光受信装置と、
　を有することを特徴とする光伝送システム。
【０１００】
　（付記２）　前記偏波制御部は、前記偏波追従性の周波数範囲の他に、さらに偏波依存
性が抑圧される周波数範囲および偏波依存性による高調波成分を受信帯域外とする周波数
範囲の少なくとも一方の範囲内で前記動作周波数の可変設定を行うことを特徴とする付記
１記載の光伝送システム。
【０１０１】
　（付記３）　前記光送信装置は、波長多重化信号光を生成して送信し、送受信間の波長



(13) JP 5887729 B2 2016.3.16

10

20

30

40

50

多重化伝送による波長依存性が前記伝送品質に発生しない場合には、
　前記モニタ制御部は、１波の前記信号光の前記伝送品質をモニタして、１波の前記信号
光のモニタ結果を前記光送信装置へ通知し、前記偏波制御部は、前記モニタ結果にもとづ
いて、前記波長多重化信号光の偏波状態を変化させる、
　ことを特徴とする付記１記載の光伝送システム。
【０１０２】
　（付記４）　前記光送信装置は、波長多重化信号光を生成して送信し、送受信間の波長
多重化伝送による波長依存性が前記伝送品質に発生する場合には、
　前記モニタ制御部は、各波長の前記信号光の前記伝送品質をそれぞれモニタして平均値
を算出し、前記平均値をモニタ結果として前記光送信装置へ通知し、前記偏波制御部は、
前記モニタ結果にもとづいて、前記波長多重化信号光の偏波状態を変化させる、
　ことを特徴とする付記１記載の光伝送システム。
【０１０３】
　（付記５）　前記光送信装置は、波長多重化信号光を生成して送信し、送受信間の波長
多重化伝送による波長依存性が前記伝送品質に発生する場合には、
　前記モニタ制御部は、各波長の前記信号光の前記伝送品質をそれぞれモニタして、各波
長の前記信号光の複数のモニタ結果を前記光送信装置へ通知し、前記偏波制御部は、前記
モニタ結果にもとづいて、波長多重化前の各波長の前記信号光毎の偏波状態を変化させる
、
　ことを特徴とする付記１記載の光伝送システム。
【０１０４】
　（付記６）　通知された信号光の伝送品質のモニタ結果を受信する受信部と、
　前記モニタ結果にもとづいて、受信側の偏波追従性の周波数範囲内の動作周波数で、前
記信号光の偏波状態を変化させて送信する偏波制御部と、
　を有することを特徴とする光送信装置。
【０１０５】
　（付記７）　前記偏波制御部は、前記偏波追従性の周波数範囲の他に、さらに偏波依存
性が抑圧される周波数範囲および偏波依存性による高調波成分を受信帯域外とする周波数
範囲の少なくとも一方の範囲内で前記動作周波数の可変設定を行うことを特徴とする付記
６記載の光送信装置。
【０１０６】
　（付記８）　波長多重化信号光を生成して送信し、送受信間の波長多重化伝送による波
長依存性が前記伝送品質に発生しない場合には、前記偏波制御部は、１波の前記信号光の
前記伝送品質がモニタされた前記モニタ結果にもとづいて、前記波長多重化信号光の偏波
状態を変化させることを特徴とする付記６記載の光送信装置。
【０１０７】
　（付記９）　波長多重化信号光を生成して送信し、送受信間の波長多重化伝送による波
長依存性が前記伝送品質に発生する場合には、前記偏波制御部は、各波長の前記信号光の
前記伝送品質がそれぞれモニタされて算出された平均値である前記モニタ結果にもとづい
て、前記波長多重化信号光の偏波状態を変化させることを特徴とする付記６記載の光送信
装置。
【０１０８】
　（付記１０）　波長多重化信号光を生成して送信し、送受信間の波長多重化伝送による
波長依存性が前記伝送品質に発生する場合には、前記偏波制御部は、各波長の前記信号光
の前記伝送品質がそれぞれモニタされた複数の前記モニタ結果にもとづいて、波長多重化
前の各波長の前記信号光毎の偏波状態を変化させることを特徴とする付記６記載の光送信
装置。
【０１０９】
　（付記１１）　自己の偏波追従性の周波数範囲内の動作周波数で偏波状態が制御された
信号光の伝送品質をモニタするモニタ部と、
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　モニタ結果を通知する通知部と、
　を有することを特徴とする光受信装置。
【０１１０】
　（付記１２）　前記モニタ部は、前記偏波追従性の周波数範囲の他に、さらに偏波依存
性が抑圧される周波数範囲および偏波依存性による高調波成分を受信帯域外とする周波数
範囲の少なくとも一方の範囲内の前記動作周波数で偏波状態が制御された信号光の伝送品
質をモニタすることを特徴とする付記１１記載の光受信装置。
【０１１１】
　（付記１３）　送信側から波長多重化信号光が送信されて、送受信間の波長多重化伝送
による波長依存性が前記伝送品質に発生しない場合には、前記モニタ部は、１波の前記信
号光の前記伝送品質をモニタし、前記通知部は、１波の前記信号光のモニタ結果を前記送
信側へ通知することを特徴とする付記１１記載の光受信装置。
【０１１２】
　（付記１４）　送信側から波長多重化信号光が送信されて、送受信間の波長多重化伝送
による波長依存性が前記伝送品質に発生する場合には、前記モニタ部は、各波長の前記信
号光の前記伝送品質をそれぞれモニタして平均値を算出し、前記通知部は、前記平均値を
モニタ結果として前記送信側へ通知することを特徴とする付記１１記載の光受信装置。
【０１１３】
　（付記１５）　送信側から波長多重化信号光が送信されて、送受信間の波長多重化伝送
による波長依存性が前記伝送品質に発生する場合には、前記モニタ部は、各波長の前記信
号光の前記伝送品質をそれぞれモニタし、前記通知部は、各波長の前記信号光の複数のモ
ニタ結果を前記送信側へ通知することを特徴とする付記１１記載の光受信装置。
【符号の説明】
【０１１４】
　１　光伝送システム
　１ａ　光送信装置
　１ａ－１　偏波制御部
　１ａ－２　受信部
　２ａ　光受信装置
　２０ａ　モニタ制御部
　２ａ－１　モニタ部
　２ａ－２　通知部
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